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第１  計画改定の背景と目的  

「緑の基本計画」は、都市における緑地の保全や緑化の推進を計画的

に実施するため、都市緑地法第４条第１項に基づき本市の目指すべき緑

の将来像や目標、施策等を定める、緑に関する総合的な計画です。  

秋田市緑の基本計画は、平成 10 年に当初計画を策定し、平成 20 年

に改定を行いました。しかし、改定後 10 年が経過したことで、緑を取

り巻く社会情勢が変化し、都市緑地法等が改正されたほか、本計画に関

連する各種計画の改定も行われました。  

なかでも、人口減少や高齢化の さらなる進行は、本市の最重要課題で

あり、これに伴う地域コミュニティの弱体化や財政制約の高まり等の問

題が、緑の創出や保全活動に影響を与えることが懸念されます。  

本計画の改定では、緑に関する施策の長期的な視点から、前計画にお

ける基本的な方針・施策等を継承しつつ、緑を取り巻く社会情勢の変化

等に対応しようとするものであり、緑によって都市の魅力を高め、人口

減 少 社 会 に お い て も 選 ば れ る 、 緑 豊 か で 心 う る お う 都 市 を 目 指 し ま す。 

 

 

図 １ -１  人 口 ・ 高 齢 化 率 の 推 移  

資 料 ： 各 年 国 勢 調 査 （ 1 9 8 5 年 ～ 2 0 1 5 年 ）  

各 年 国 立 社 会 保 障 ・ 人 口 問 題 研 究 所 （ 2 0 2 0 年 ～ 2 0 4 5 年 ）  
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第２  計画の対象となる緑地  

計画の対象となる「緑地」とは、樹木や草花 等の植物をはじめ、植物

が被っている土地や、植物と一体となった空間（水面やオープンスペー

ス）を対象とします。このことから、花壇の草花や街路樹 等ばかりだけ

で な く 、 公 園 ・ 広 場 、 農 地 、 樹 林 地 、 河 川 ・ 湖 沼 ま で を 含 む も の で す。 

 

表 ２ -１  緑 地 の 分 類  

緑地の区分  緑地の概要  

緑

地 

施

設

緑

地 

都 市

公 園  

都 市 公 園 法 で 規 定 す

る も の  

街 区 公 園 、 近 隣 公 園  等  

都 市

公 園

以 外  

公 共

施 設

緑 地  

都 市 公 園 以 外

で 公 園 緑 地 に

準 じ る 機 能 を

持 つ 施 設  

市 が 設 置 し て い る 児 童 遊 園 地 、 市 民

農 園 、 運 動 場  等  

公 共 公 益 施 設

に お け る 植 栽

地 等  

学 校 の 植 栽 地 、 下 水 処 理 場 等 の 付 属

緑 地 、 道 路 環 境 施 設 帯 お よ び 植 樹 帯  

等  

民 間 施 設 緑 地  市 民 緑 地 、 公 開 空 地 、 公 開 し て い る

教 育 施 設 （ 私 立 ）、 寺 社 境 内 地 、 民

間 の 屋 上 緑 化 空 間  等  

地

域

制

緑

地

等 

法 に よ る 地 域  風 致 地 区 （ 都 市 計 画 法 ）、 自 然 公 園

（ 自 然 公 園 法 ）、 自 然 環 境 保 全 地 域

（ 自 然 環 境 保 全 法 ）、 農 業 振 興 地

域 ・ 農 用 地 区 域 （ 農 業 振 興 地 域 整 備

法 ）、 保 安 林 区 域 ・ 地 域 森 林 計 画 対

象 民 有 林 （ 森 林 法 ）、 史 跡 ・ 名 勝 ・

天 然 記 念 物 等 の 文 化 財 で 緑 地 と し て

扱 え る も の （ 文 化 財 保 護 法 ）  等  

協 定  緑 地 協 定 （ 都 市 緑 地 法 ）  

条 例 等 に よ る も の  秋 田 市 都 市 緑 化 の 推 進 に 関 す る 条 例

に 基 づ く 緑 化 街 区  等  
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第３  計画の位置づけ  

緑の基本計画は 、都市緑地法の規定により 、上位計画である 第 13 次

秋田市総合計画 に即し、第６次秋田市総合都市計画に適合し、また、秋

田 市 環 境 基 本 計 画 お よ び 秋 田 市 景 観 計 画 と 調 和 し た 内 容 と す る 必 要 が

あります。その他関連計画としては、第５次秋田市農林水産業・農村振

興 基 本 計 画 、 秋 田 市 立 地 適 正 化 計 画 、 秋 田 市 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画、

秋田市地域防災計画等が挙げられます。  

また、同計画は、秋田市都市緑化の推進に関する条例第２条第１項に

規定する都市緑化推進基本方針としての位置づけもあります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３ -１  緑 の 基 本 計 画 の 位 置 づ け  

 

第４  目標年次  

本計画の目標年次は、特に関連性の 強い秋田市総合都市計画の計画期

間との整合性を勘案し、概ね 20 年後の 2040 年とします。また、中間

目標年次を概ね 10 年後の 2030 年とします。   

第５次秋田市農林水産業・

農村振興基本計画 
秋田市立地適正化計画 

秋田市公共施設等 

総合管理計画 
秋田市地域防災計画  

【その他関連計画】 

 ・都市緑地法 

・都市公園法 

 
秋田市 

緑の基本計画 

根拠 ・関 連法  

第６次秋田市総合都市計画 

適合 即す 

調和 

秋田市景観計画 

秋田市環境基本計画 

根拠 条例
法  ・秋田市都市緑化の 

推進に関する条例 

第 13 次秋田市総合計画 

即す 
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第５  計画対象区域  

本計画の対象区域は、秋田市の都市計画区域（ 41 ,437ha）を基本とし

ますが、緑の連担性、環境保全等の視点から、必要に応じて全市域を対

象とします。  

 

 

図 ５ -１  計 画 対 象 区 域  


	計画書（改定案）_190319.pdfから挿入したしおり
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ


